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教科書は
子どもたちに確実に届いてこそ
役割を果たせます。
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■教科の主たる教材である教科書の重要性

　グローバル化・ネットワーク化が急速に進行し、国際交流が深まる中で、各国とも将来に

わたる国力の維持・発展のために、教育に最大の力を注いでいます。わが国では、少子化に

よる児童・生徒数の減少という大きな問題を抱えていますが、ひとりひとりの子どもを大切

にし、日本人としての自覚を持ち、国際人として通用する人材を育成することが、国家の大

きな課題です。

　教科書は、「教科書の発行に関する臨時措置法」で「教科の主たる教材」として位置づけ

られ、また、学校教育法第21条において、すべての児童・生徒は教科書を使用しなければな

らないと定められており、その重要性が謳われています。わが国において昭和38年度から実

施されている「教科書無償制度」は、憲法第26条第2項の「義務教育は、これを無償とする」

という理念をより広く実現する施策であり、実施後44年を経過して完全に定着し、国民から

広く支持されています。また、この制度は先進諸国を始めとして多くの国で広く実施されて

おり、このすばらしい制度を堅持していくことは、わが国の未来に向けて、必要不可欠であ

るといえます。尚、高等学校については義務教育と異なり、有償教科書としてその費用は生徒・

保護者が負担しています。

■教科書発行者に供給の法的義務

　教科書の供給については、発行者（教科書出版社）が「教科書の発行に関する臨時措置法」

等の規定に基づき、教科書を各学校に供給する義務を負っています。

　しかし、発行者自身が各学校まで確実に教科書を供給することは事実上困難です。

そこで発行者は、この義務を履行するために、現実には教科書の児童・生徒への供給にあたり、

発行者の責任のもとで「教科書供給契約」を結んだ書店などの民間業者に委託して供給を行

っています。

■教科書の完全供給とその役割

　私たち教科書供給を委託された業者は、教科書の公共性を認識して、長年に亘って教科書

の供給に努力と改革を重ねてきました。離島や山間へき地に至るまで、学年当初の供給はも

とより、学年中途における転学・紛失等の児童・生徒に対する補給、あるいは災害時におけ

る緊急手配等についても迅速・確実に対応してきました。「一冊でも、授業に間に合わない

教科書があってはならない。教科書は子どもたちに迅速・確実に届いて初めてその役割を果

たせる。」

これが教科書の完全供給です。

新しい友達と頑張るぞ　小中高で始業式

　県内のほとんどの小、中、高校で十日、一学期の始業式があった。あいに

くの雨模様となったが、児童・生徒は新たな友人との出会いや、これから始

まる学習への期待に胸を膨らませた。県内一のマンモス小学校、大分市判田

小学校。新一年生百六十六人を迎えると全校児童は千四十五人になる。十八

人の教職員を紹介した新任式に続き、始業式。岡野忠雄校長が「自分や友達

を大切にしてほしい。しっかりと自分で考えながら行動していきましょう」

と話した。新二年生の古沢里菜さんは「掛け算を頑張りたい」、同四年生の

木村航大君は「百冊以上、図書館で本を借りる」、同六年生の佐藤千佳さん

は「いろいろな本を読みたい」など、新学期の目標を発表した。

　教室に移ると、真新しい教科書が配られ、児童は早速ページをめくり、見

入っていた。

（大分合同新聞）　　　

まえがき─教科書の完全供給の重要性

《配布された新しい教科書に目を通す児童たち》

完全供給により、学校教育の充実・発展に寄与・貢献しています。 資料 1





教科書供給の業務 教科書の一般需要への対応

「いつでもどこでも誰でも買える教科書」にむけた努力教科書供給のしくみ 資料 2
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【教科書供給業者のホームページ】

小学校 約23千校
中学校 約11千校
高校 約 5 千校

■教科書・一般書籍供給会社の役割、業務

【概ね各都道府県に1か所ずつあり、教科書取扱業務の要となっています。

また一般書籍や指導用の教材等の販売も行っています】

・学校からの注文予定数（需要数）の精査と発行者への手配（確定注文）

・教科書の保管、需給調整、過不足調整、残本の回収と発行者への返送

・学校や教科書取扱書店からの追加・返品対応、発行者との連絡・連携

・教科書取扱書店から有償教科書（教師用教科書・高校用教科書等）の代金を回収、発行

　者への支払い

・教科書取扱書店の選定と指導

・都道府県教育委員会、市区町村教育委員会との連絡、調整、対応

・無償納入冊数の照合確認、集計、報告

・手数料の計算、手数料の受領と教科書取扱書店への支払い

　教科書や生涯学習への国民の関心が高まるなか、各県の主要都市などに教科書常備書店を

増設し、また全国教科書供給協会及び各教科書販売会社でホームページの充実をはかり、一

般の方々が教科書を入手しやすい受注・配送体制を整える努力をしています。

■教科書取扱書店の役割、業務

【各地域の書店等で、学校に直接教科書を供給します】

・受持ち学校への教科書供給（転入生・紛失生・災害補給も含む）

・教科書の需給調整、過不足調整、学校残本の回収と教科書供給会社への返送

・学校へ供給するまでの教科書の保管（4～5ヶ月）

・市区町村教育委員会、学校との連絡、調整、対応

・受領報告数と受領証明数との照合（納入指示・返付指示の確認、チェック）

・教師用教科書や高校用教科書等の有償教科書代金の回収業務

　教科書を各学校まで供給する法的義務は教科書発行者が負っていますが、出版社自らが直

接学校へ教科書を迅速かつ正確に供給することは事実上困難なため、一般書籍を扱っている

販売会社や書店等と供給契約をとりかわし、民間業者に委託してこの義務を履行しています。

※荷造り発送用設備をもたない発行者は、一般の書籍を扱う配送業者等に、配送業務を委託しています。

※

教科書は、次のとおり学校に供給されます。





教科書供給の状況

　無償で給与される教科書は年間約1億700 万冊です。（平成18年度実績）

私たち教科書供給業者は、火災・水濡れ・汚損・日焼けなどに細心の注意を払って教科書を

保管します。また、新学期前の限られた期間内に保護者の転勤等によって発生する冊数の変

動の調整を行いながら、学校別に仕分けをして、学校の指定する場所へ供給します。離島や

山間へき地を含む全国の学校へ一冊の間違いも遅れもなく供給しています。

年間に供給する教科書を積み上げると

富士山の高さの約150倍にもなります。

小・中学校の児童・生徒に１年間で供給した

教科書の量（平成18年度の実績）

　教科書は、通常教科ごとに数種類存在しているため、学校で使用する一種類の教科書を決

定（採択）する必要があり、公立学校で使用される教科書は、教科書採択地区ごとで異なっ

ています。採択地区は各都道府県教育委員会が決めており、その採択地区数は全国で586あ

ります。（平成18年 11月）

　また高等学校と国立・私立の学校は学校ごとに採択が行われています。

　教科書の供給形態は複雑さを増していますが、それぞれに採択された全ての教科書は、決

して間違えることなく私たち教科書供給業者が供給しています。

※平成19年度現在発行されている教科書の種類と点数

　　小学校用（文部科学省検定済教科書）15社 51種類　 293点

　　中学校用（文部科学省検定済教科書）16社 72種類　 134点

　　高等学校用（文部科学省検定済教科書・文部科学省著作教科書）44社 948種類類 979点

　全国で小学校は22,878校、中学校は10,992校、特別支援学校（盲・聾・養護学校）は1,006校

です。（平成18年 4月度学校基本調査）その児童・生徒に不足なく授業進行に差し支えないように

供給しています。これは一人の転入生があった場合でも、一冊の補給が生じた場合でも同じです。

25年前に比べ児童・生徒数は約6割に減少していますが、供給先である学校数はほとんど変

化がありません。供給の手間はあまり変わりませんが、児童・生徒数激減に加え手数料の率

も低下しているため、供給手数料は減少しています。

　無償教科書の場合、転入生への供給冊数は年間846,896冊です。一日当り4,812冊になりま

す。（平成18年度実績）年間を通して転出・転入はありますが、特に新学期直前・直後の3月・4

月は保護者の転勤等で多くなります。

教科書

冊数：約1億7百万冊

重量：約2万5千トン

積み上げた高さ：570,000m
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児童・生徒数
学校数 平成18年

小学校学校数：22,878校
　　　児童数：7,187,417人
1校あたり：314名

中学校学校数：10,992校
　　　生徒数：3,601,527人
1校あたり：328名

年間供給冊数 資料 3

年間供給種類数

供給箇所数 資料 4

転入生への供給 資料 5




